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新型コロナワクチンの令和５年秋開始接種の実施について（依頼） 

 

 日頃から、新型コロナウイルス感染症対策の徹底に御協力いただき、厚くお礼申し上げ

ます。 

 新型コロナワクチンの追加接種については、重症化予防を目的に、本年９月２０日から

令和５年秋開始接種が開始します。 

 つきましては、各施設におかれては、下記の点に御留意の上、市町村及び接種を行う 

協力医療機関等と事前に十分御相談いただき、希望される入所者等が接種できるよう、 

接種体制の早期構築をお願いいたします。 

また、前回までの接種時と同様に、各施設の接種状況調査を、別途、市町村を通じて 

行う予定ですので、御協力いただきますよう併せてお願いいたします。 

記 

 

１ 令和５年秋開始接種について 

（１）接種対象者 

初回接種を終了した生後６か月以上の全ての方 

 ※春開始接種で接種した方も対象 

 

（２）接種スケジュール 

 令和５年９月２０日（水）～令和６年３月３１日（日） 

 ※最終接種から接種間隔を３か月以上開けることが必要 

  

（３）使用ワクチンの種類 

 オミクロン株（ＸＢＢ.１.５）対応１価ワクチン（原則） 

 

２ 接種券について 

接種券は住民票所在地の市町村が発行し、原則として住所登録地（住民票所在地） 

に送付されます。 



 

なお、接種券なし接種（接種日当日に接種券がない場合でも、後日、接種券を取りま

とめて接種医療機関へ提出すれば接種可能）等、従来の対応は継続されるため、必要に

応じて市町村・接種医療機関との調整をお願いします。 

 

 

【担 当】 

○高齢者施設に関すること 

 高齢者福祉課法人支援班 

 電話:043-223-2350 /e-mail：kourei5@mz.pref.chiba.lg.jp 

○新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関すること 

 疾病対策課ワクチン接種体制整備班 

 電話:043-223-4364 / e-mail：sippei7@mz.pref.chiba.lg.jp 






